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〇令和７年度・事故発生状況について
　　令和７年度は、３０件（傷害２０件・賠償１０件）の事故が発生しました。また、傷害事故で
は、歩行中や自転車の運転中による事故が多く発生しています。体調に気をつけて、通り慣れた
道でも油断せず、車や自転車に十分注意しましょう！
≪傷害事故１４件≫　※４月～６月までの事故発生状況は、安全だより６月号と７月号にてお知らせしています。
	№
	発生日時・年齢・性別
	概　　　　要
	傷害の程度
	起因

	１
	令和７年７月２日　
２０時頃　８１歳・男性
	体育館の点検業務を終え消灯し、施錠するため外に出ようとしたところ、入口にあった台車に足を引っ掛けバランスを崩し転倒した。
	左手首捻挫
・通院
	歩行中

	２
	令和７年７月７日
１６時３０分頃　６５歳・女性
	就業先から自転車で帰宅途中、ふらつきバランスを崩して転倒した。
	右脛骨折
・入院、通院
	自転車

	３
	令和７年７月１１日
１０時５分頃　７３歳・女性
	マンションの清掃中、階段を下りている途中で足が縺れ転倒した。　
	左手首骨折
・入院、通院
	歩行中

	４
	令和７年７月１５日
９時１５分頃　８２歳・女性
	自転車で就業先へ向かう途中、人を避けようとしてバランスを崩し転倒した。
	左手首骨折
・通院
	自転車

	５
	令和７年７月２７日
７時３５分頃　７６歳・男性
	就業先の施設内で門扉の開錠作業のため通路（緩い勾配あり）を歩行中、つまづき転倒した。
	左肩部脱臼
・通院
	歩行中

	６
	令和７年８月１２日
６時４０分頃　７７歳・女性
	就業先へ向かうため自転車へ乗ろうとしたところ、一瞬ふらっとしたため、バランスを崩し転倒した。
	右大腿骨骨折
・入院、通院
	自転車

	７
	令和７年８月２５日
１０時３０分頃　７８歳・男性
	自転車整理業務の就業中、一瞬ふらっとしたため、バランスを崩し転倒した。
	頭部打撲
・入院、通院
	体調

	８
	令和７年９月２９日
８時４５分頃　８１歳・女性
	就業先から電動自転車に乗って帰宅中、後方から車が来たため路肩で通過するのを待った。再度、自転車に乗り漕ぎ出したところ、ふらつき転倒した。
	腰、臀部打撲
・通院
	自転車

	９

	令和７年１２月８日
１４時頃　６５歳・男性
	梱包作業中に、刃物２枚(１枚２～３㎏)を持ち上げた時、腰に痛みを感じた。　
	腰部骨折
・入院、通院
	作業方法

	１０
	令和７年１２月１１日
１５時４５分頃　７１歳・男性
	就業先から自転車で帰宅途中、落ち葉で後輪のタイヤが滑り転倒した。
	左膝関節骨折
・通院
	自転車

	１１
	令和７年１２月２６日
８時３０分頃　７４歳・女性
	就業先の工場(事務所)に入る際に、内側から出てきた社員と出合い頭に接触し、転倒した。
	腰部、臀部骨折
・入院、通院
	歩行中

	１２
	令和８年１月２８日
１１時３０分頃　８３歳・男性
	就業後自転車で帰宅中、車道の縁石に前輪が接触したため、バランスを崩し転倒した。
	左肩骨折
・入院、通院
	自転車

	１３
	令和８年３月８日
９時３０分頃　７０歳　男性
	自転車の整理業務中、ズボンのすそが自転車のスタンドに引っかかり転倒した。
	左大腿骨骨折
・入院、通院
	歩行中

	１４
	令和８年３月３１日
９時３０分頃　７８歳　男性
	清掃作業中、階段（３段目から４段目）に上がる時、足を滑らせ転倒した。
	左手骨折
・通院
	歩行中


シルバー人材センター会員の自転車事故の多くは就業途上で発生しています。全国のシルバー人
材センターで発生した自転車事故では、１ケ月以上６ケ月未満の入院及び後遺障害事故が４３件、
重篤事故が１０件発生しており、そのうち７件が死亡事故となりました。
≪賠償責任事故５件≫
	№
	発生日時・年齢・性別
	概　　　　要
	賠償の程度
	起因

	１
	令和７年７月４日
９時頃
７０歳・男性
	刈払機（チップソー使用）で除草作業中、敷地内駐車場に駐車していた車両の運転席側三角窓を飛び石によって破損させた。※養生シート設置無し。
	車両（運転席側三角窓）の破損
・５０,０００円
	刈払機

	２
	令和７年８月５日
１１時頃
７８歳　男性

	刈払機(カルマー使用)で団地内の除草作業中、団地内駐車場に駐車していた入居者の車両のフロントバンパーを飛び石によって傷をつけた。作業翌日、車両の所有者からの連絡により事故が発覚した。※養生シート設置あり。
	車両（フロントバンパー）の破損
・１２２,０００円
	刈払機

	３
	令和７年１０月２３日
１１時３０分頃　７７歳　女性
	男性トイレの清掃中、小便器の底部にある脱着トラップを針金で持ち上げたところ落下し、破損させた。

	男子便器内の脱着トラップの破損
・９,７９０円
	作業方法

	４
	令和７年１０月２３日
１１時３０分頃　７７歳　女性
	緑遊道を刈払機で除草中、地面に落ちていた金属棒が飛び道路向かい側の住宅の玄関扉を破損させた。※除草時にチップソーを使用しブルーシート等で養生をしていたが、金属棒がブルーシートを貫通した。
	玄関扉の破損
・見積中
	確認方法

	５
	令和８年３月１１日
８時３０分頃　７８歳　男性
	駐輪場内で利用者の自転車を整理するため後部を持ち上げ、地面に下したところスタンドが折れた。
	自転車のスタンドの破損・５，６１０円
	作業方法


〇会員傷害事故に対する補償額の改定について

　　
後遺障害認定となる事故の発生に伴い、保険会社から会員へ支払われる補償金が増加し続けてい
ることから、当センターが保険会社に支払う保険契約額に大きく影響しています。
このような状況の下、当センターの厳しい財政状況では従来の補償内容の継続は困難と判断し、
今年度から死亡及び後遺障害認定の補償金の上限額を、１０００万円から５００万円に改定しま
した。
〇交通反則通告制度（いわゆる「青切符」）とは？
近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、また、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にあることから、警察では、自転車に対する取締りを強化しており、自転車の交通違反の検挙件数が増加しています。そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、１６歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、青切符を導入することとなりました。


　
　　

警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。
ただし、その違反が交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性
が高い悪質・危険な違反であったときは赤切符等により検挙の対象となります。

≪参考≫警視庁「自転車ルールブック」、自転車ポータルサイト、警視庁「自転車も交通反則制度開始」ルールブック、全シ協発行安全就業ニュ－ス３月号
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安全だより





令和８年度・


号





令和８年４月２０日発行





―青切符により検挙される違反例―





★無灯火（夜間）　５，０００円





★右側通行（逆走）　６，０００円





★信号無視　　５，０００円





★速度超過　６，０００円～





★一時不停止　６，０００円





★携帯電話使用など（保持）　１２，０００円





・交差点では無理な横断をしない


　　死亡事故の多くは、交差点での車両・バイクとの事故です。信号機や横断歩道のない交差点では特に、周囲の状況を十分確認し、無理な横断は避けて、できるだけ横断歩道を渡りましょう。（横断歩道は歩行者優先です。）





・対向する自転車や歩行者との接触に注意





令和６年度には、対向する自転車との接触事故が４件発生しており、令和5年度には歩行者との接触事故も起きています。また、接触には至らなかったものの、歩行者や自転車を避けようとして転倒する事故も起きています。








・交通ルールを守り安全運転を





自転車は車道の左側通行が原則で、歩道では歩行者優先です。70歳以上の方などは例外として歩道通行が可能ですが、その場合も車道寄りを徐行し、わき見運転やスピードの出し過ぎに注意しましょう。縁石への乗り上げや側溝、段差などによる転倒にも十分注意し、ヘルメットを着用してください。








